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学校体育施設の有効活用について

地域の身近なスポーツの場づくりに関するオンラインセミナー
第３回 学校体育施設の有効活用について

令和５年２月１７日
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スポーツ庁からの情報提供

1. 学校体育施設の開放の現状

2. 学校体育施設の有効活用
に向けた取組

3. 学校開放時の受益者負担
に基づく利用料設定の事例
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我が国の体育・スポーツ施設における「学校体育施設」の状況

• 我が国の体育・スポーツ施設全体の中で、学校体育施設が約6割を占める
• 水泳プール、体育館、多目的運動場といった主要な施設種別では約８割
• 地域におけるスポーツの場として、学校体育施設の有効活用を一層進めることが重要

学校体育施設
113,054 箇所
（60.4%）

大学・高専体育施設
6,122 箇所（3.3%）

公共スポーツ施設
51,611 箇所
（27.6%）

民間スポーツ施設
16,397 箇所
（8.8%）

学校体育施設
24,399 箇所
（ 82.3%）大学・高専体育施設

227 箇所
（0.8%）

公共スポーツ施設
3,586 箇所
（12.1%）

民間スポーツ施設
1,428 箇所
（ 4.8%）

水泳プール施設数（平成30年10月1日現在）

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」
※「学校体育施設」とは、公（組合立を含む）私立（株式会社立を含む）の小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校の体育・スポーツ施設を指す。

学校体育施設
31,546 箇所

(75.7%)
大学・高専体育施設

1,197 箇所（2.9%）

公共スポーツ施設
8,650 箇所
（20.8%）

民間スポーツ施設
289 箇所（0.7%）

体育館施設数（平成30年10月1日現在）

学校体育施設
28,957 箇所
（75.9%）大学・高専体育施設

615 箇所（1.6%）

公共スポーツ施設
8,425 箇所
（22.1%）

民間スポーツ施設
176 箇所（0.5%）

多目的運動場施設数（平成30年10月1日現在)

我が国の体育・スポーツ施設数（平成30年10月1日現在）
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学校体育施設（体育館）開放率の推移

学校体育施設の開放状況

• 開放率はコロナウイルス感染症の影響で若干落ち込んでいるが、高い水準にある
• 施設種別毎では、体育館、屋外運動場の開放が進み、水泳プールは開放率が低い
• 学校種別毎では、小学校が高く、次いで中学校、高等学校の順

（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

※公立小中学校の体育館を対象として、開放事業実施率の推移を示している。
※公（組合立を含む）立小･中･高等学校を対象とする。
※データは速報値を使用

（％） （％）

施設種別・学校種別毎の開放状況（令和2年度）

※令和2年度は速報値
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自校の児童・
生徒のみ1%

学区内のみ・
団体のみ

14%

学区内のみ・
個人も可1%

学区外も可・
団体のみ

64%

学区外も可・
個人も可

20%

学校開放の対象（公立小中学校の体育館、令和2年度）

開放校
24%

教育委員会
34%

運営委員会
29%

委託先の民間企業、ス
ポーツ団体6%

その他
7%

学校開放の業務運営形態（公立小中学校の体育館、令和2年度）

学校開放の対象・業務運営形態

• 学校開放の対象
• 団体のみに開放しているところが多く、個人利用は進んでいない。
• 学区外も可とするところが多い

• 学校開放の業務運営形態
• 教育委員会、運営委員会など委員がそれぞれ約３割、開放校が約２割であり、外部委託は少ない

※データは速報値を使用
（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」
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学校体育施設開放の課題（市区町村・複数回答可、令和2年度）

（％）

※データは速報値を使用
（出典）スポーツ庁「体育・スポーツ施設現況調査」

学校体育施設の開放に関する課題

以下の２点が主な課題

• 管理に関すること（利用予約・調整手続き、鍵の管理など）
• 費用に関すること（受益者負担の適正化、使用料徴収事務の負担軽減、予算の確保）

管理に関すること

費用に関すること
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学校体育施設の有効活用に関する手引き（令和２年３月）の概要

• 誰もが日常的にスポーツに参画することのできる機会の確保（スポーツ基本法、第２期スポーツ基本計画）
• スポーツを通じた健康寿命の延伸に対する強い期待（スポーツ実施率向上のための行動計画・中長期的施策）
• スポーツ施設の老朽化や財政難、人口減少等への計画的な対応（スポーツ施設のストック適正化ガイドライン）

スポーツ施設の約6割を占める学校体育施設について官民連携等の工夫を図り如何に活用していくかが重要

背
景
・
目
的

ポ
イ
ン
ト
・
有
効
活
用
方
策
（
参
考
事
例
）

⑤新改築・改修時の留意点

②安全・安心の確保

①学校体育施設をより広く利用してもらうための目的の明確化

③持続可能な仕組みづくり ④利用しやすい環境づくり

学校体育施設の有効活用に向けた検討・実施の際のポイントや参考事例を、
目的（モチベーション）・ 運営（ソフト）・ 施設（ハード）の観点から５項目に整理し、自治体担当者向けに提示。

地域のスポーツ環境充実、児童生徒への好影響、地域社会との連携推進等、施設活用の目的を幅広く検討し明確化する
■誰もが気軽にスポーツに親しめる社会へ ■地域で見守る学校施設（学校体育施設）へ

動線の分離等により児童生徒の安
全を確保するとともに、リスク分担など安
全安心確保のための体制を整備する
一般利用者と児童生徒の動線を分
離する工夫

安全・安心確保のための体制整備

業務・事業としての明確化や、学校教育に
支障ない範囲の指定管理等の工夫を図る
業務・事業としての明確化
学校や行政からの外部化
民間事業者等が参画しやすい環境づくり
適切な受益者負担の仕組みづくり

利用日時や利用可能な対象者、実
施可能な競技種目など、多様なスポー
ツ活動のニーズに対応し、ＩＣＴも利用
して学校体育施設を最大限活用する
学校体育施設の多様な利用推進
ＩＣＴを活用した利便性の向上

新改築・改修時には、地域のスポーツ施設として機能、仕様等を検討（複合化、バリアフリー化やユニバーサルデザインへの配
慮等）するとともに、PPP/PFI等の事業手法の導入についても検討する

■地域スポーツ施設としての整備 ■PPP/PFI事業の導入 ■学校開放事業を前提とした施設水準の確保

※学校・施設種別ごとの傾向も踏まえた一般的な留意事項もあわせて整理



7

持続可能な仕組みづくり（抜粋）

• 施設・設備の老朽化が進み、学校体育施設の維持管理コストによる財
政負担が今後増大するが、現在の学校体育施設開放事業では、無料も
しくは安価な使用料の設定がなされていることが多い。

• 今後持続可能な仕組みで学校体育施設を活用していくにあたっては、受
益者負担の考え方に基づく使用料の変更等、将来の財政負担軽減等
に資する方策を講じる必要がある。

• 指定管理者制度の導入を考える場合においても、使用料の徴収は、事
業者の参入意欲の向上に寄与すると考えられる。

適切な受益者負担の仕組みづくり４学校や行政からの外部化2

• 学校施設開放事業の運用においては、教育委員会や学校に利用調整や
鍵の管理などの負担がかかっている状況も見受けられる。

• そのため、学校教育に支障のない範囲で、学校開放事業における運営に
ついて、指定管理者制度や業務委託等を活用し、民間事業者や総合型
地域スポーツクラブ、地域団体等に委ねていくことを検討することが望ましい。

• 学校開放事業において指定管理者制度を活用する場合には、各自治体
において「学校施設使用条例」等を制定し、学校開放事業における指定
管理者制度の適用を位置づけることが必要である。

調整会議等を行う
クラブハウス内部の様子

久留米市

NPO法人ウェブスポーツクラブ21西国分

学校開放に係る
管理運営業務を委託

利用調整や情報共有の
場として運営

・各登録団体の代表者
・開放校の教頭
・まちづくり委員会（校区コミュニティ団体）の代表者

施設開放委員会

久留米市の総合型地域スポーツクラブへの委託スキーム参考事例

• 久留米市では、市立学校施設の開放に関する規則において、総合型地域スポーツク
ラブに開放業務を委託してよい旨を規定。3つのクラブが学校開放の管理運営を行っ
ている。

• 学校からは教頭等の管理職が毎月の調整会議に出席するが、調整会議の準備や進
行はクラブが実施。利用調整や利用者への指導もクラブが行っており、学校の負担は
比較的軽い。

参考事例：北上市

【北上市の学校開放事業における使用料設定の取り組み】

• 北上市では市内26校（小学校17校、中学校9校全校）の小中学校の体育館につ
いて、利用料金及び夜間照明利用料を徴収している。（屋外運動場は無料）

• 利用料金及び夜間照明利用料の設定については、平成22年12月制定の北上市立
学校施設の開放条例において定められており、対象施設の規模に応じて設定されてい
る。
※令和元年10月１日に条例改正、利用料金値上げ
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新改築・改修時の留意点（抜粋）

• 官民連携による学校体育施設の有効活用、施設整備・運営の効率化
等を図るため、学校体育施設の新改築・改修等を行う際には、民間の資
金・ノウハウを活用したPPP/PFI事業の導入を検討することが効果的と考
えられる。

• 例えば、施設の設計から整備、管理運営までを一貫して実施するPFI事
業では、効率的な事業運営が可能になるとともに、施設の利用促進等の
創意工夫が期待できる。

PPP/PFI事業の導入２
地域スポーツ施設としての整備
（学校施設と他の公共施設の複合化）１

• 学校施設の整備にあたっては、中長期的な維持管理等に係るトータルコス
トの縮減と予算の平準化等の観点から、他の公共施設との複合化等を検
討することも有効である。

• 学校体育施設をより広く利用してもらうための環境整備だけではなく、公的
ストックの適正化による持続可能な地域スポーツ環境の確保の観点からも、
地域の実情に応じ、学校施設と社会体育施設等の複合化（社会教育
施設への転用等）を検討することが望ましい。

• 学校の立地によっては自家用車等での来場者が想定されるため、条例等
に基づく駐車場の附置義務がない場合でも、一般利用者の駐車スペース
等を考慮して整備・運営を計画することが望ましい。

参考事例 宇ノ気中学校の複合化事例

【宇ノ気中学校の市立体育館複合化事業】

• 市が中学校整備の際に、体育館を社会体育施設として整備し、総合型地域スポー
ツクラブ「クラブパレット」が指定管理者として管理運営。

• 市からの指定管理は、利用料金制を取り入れているため学校利用以外の時間につ
いては、総合型地域スポーツクラブが創意工夫のもと活動を実践している。また、総合
型地域スポーツクラブに対する活動補助金も市から支出していない。

• 学校開放の予約や受付も地元の指定管理者が行うことで、地域住民は安心して、
容易に利用できるようになっている。

• 学校施設としての体育館と社会体育施設としての体育館を併せて整備することで
市の財政上も大きな効果があった。

• 一部の部活動においては、総合型地域スポーツクラブの人材が、部活動の外部指導
者として指導している。部活動の顧問が当該スポーツを得意でないこともあるため、教
師や生徒にとって有益である。

参考事例：調布市立調和小学校 ＰＦＩ事業スキーム

調布市

調和小学校市民サービス㈱
（SPC）

富
士
銀
行

㈱ハリマビステム

セントラルスポーツ㈱

鹿
島
・
ハ
ザ
マ
・
林

建
設
企
業
共
同
体

㈱
横
河
建
築

設
計
事
務
所

三
井
物
産
㈱

特定事業契約

直接契約

ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
提供委託契約

維持管理運営
委託契約

監理
委託契約

工事
請負契約

業務
委託契約

融資

【調布市調和小学校のＰＦＩ事
業】

• 調和小学校は，市内の小規模
校２校を統合し、平成11年４月
に新設校として開校した。新校舎
は，義務教育施設としては日本
で始めてPFIを導入し、竣工した。
また、施設全体の維持管理業務
及びプールの運営業務はSPCの
業務範囲とされた。

• 平成29年3月にPFI事業は終了
したが、学校施設（プールを含
む）の維持管理業務は引き続き
民間事業者に委託。

• 小学校を市民開放施設（屋内
温水プール、体育館等）を併設
した複合施設として整備。特に屋
内温水プールについては、学校の
授業で使用する以外の時間帯は
有料で市民に開放。団体利用と
個人利用の双方が可能である。
また、運営事業者は市民を対象
とした水泳教室等の「サービスプロ
グラム」を市の承認を得て提供して
いた。

屋内温水プール
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学校体育施設の有効活用推進事業 実施内容

⑤新改築・改修時
の留意点

②安全・安心の
確保

①学校体育施設を
より広く利用して
もらうための目的の

明確化

③持続可能な
仕組みづくり

④利用しやすい
環境づくり

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

運
営
（
ソ
フ
ト
）

施
設
（
ハ
ー
ド
）

スポーツデータバ
ンク沖縄(R2-

4)
スポネット弘前

(R2)
チャレンジゆう
Achi(R2)

飛騨シューレ
(R3)

つくばフットボー
ルクラブ(R3-4)

愛知学院
大学(R3)

浦和スポーツク
ラブ(R4)

スポーツコミュニ
ティ(R4)

事業検討
提言書
作成

総合型地域ｽ
ﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ連

携

武道場
庭球場
活用

体育館棟
校舎遮断
受付手続き
実施

予算確保
検討

民間への
管理業務

ICTツール
予約管理
ｽﾏｰﾄﾛｯｸ
電子決済

HP改良
仕組み導入

連携体制
構築

外部・地域人
材との連携

先進地視察に
よる

要望書、計画
書提出

予定調整・外
部周知

WEB管理

外部指導員
有料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
受益者負担の
施設改善

施設利用
管理ｼｽﾃﾑ
構築

まちづくり
ｺﾝｿｰｼｱﾑ
意見交換

予約システム
試行

利用者
調整会議
開催

WEBｼｽﾃﾑ
団体登録・利
用申請・
報告

 令和２年度より学校体育施設の有効活用に関するモデル事業を実施

 詳細な内容が記載された事業報告書は以下のスポーツ庁HPに掲載
（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00001.htm）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00001.htm
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学校開放時の受益者負担に基づく利用料設定の事例

 学校開放時の体育館使用料設定（東京都練馬区の例）

• 使用料算定の基本的方式

使用料 ＝ 原価 × 性質別負担割合 × 減額率

• 原価 ：施設の維持管理費、人件費を基に算定
• 性質別負担割合：各施設サービスの性質別分類に基づく受益者・行政の負担する割合（後述）
• 減額率 ：子ども、高齢者など利用者の属性に応じた減額割合

（属性に応じ、免除（100％）、減免（50パーセント）

• 原価設定の基本的考え方

• 受益者負担の範囲＝専ら、区民が日常的に利用する部分に関する経費

①ハード整備
に関する経費

②事業運営等
に要する人件費

出典：練馬区「使用料の基本的考え方ー改定版Ⅱー」（平成25年（2013年）3月（令和3年1月一部改定））p.3
（https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/

siyouryounokangaekata2_R301.pdf）

「積算基礎」
として原価を算出

① ② ③

①
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学校開放時の受益者負担に基づく利用料設定の事例（続き）

 学校開放時の体育館使用料設定（続き）（東京都練馬区の例）

参考：練馬区「使用料の基本的考え方ー改定版Ⅱー」（平成25年（2013年）3月（令和3年1月一部改定））p.4
（https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/

siyouryounokangaekata2_R301.pdf）

• 原価算定の方式

原価 ＝ 各種別の１㎡当たりの時間単価 × 貸出面積
※施設種別ごとに、
・「1㎡あたりの時間単価」を設定する施設（体育館のほか、地域集会施設、運動場など） と
・「その他」の施設（農園、少年自然の家等が該当） に大別

• １㎡当たりの時間単価 算出式

① 建物の維持管理費（１㎡当たり）
＝ 建物全体の維持管理費 ／ 建物全体の面積

② 建物の維持管理に要する人件費（１㎡当たり）
＝ 建物全体の維持管理に要する人件費 ／ 建物全体の面積

③ 貸出業務に要する人件費（１㎡当たり）
＝ 貸出業務に要する人件費 ／ 貸出部分（室）の面積

④ １㎡当たりの時間単価
＝ （①+②+③）／年間開館時間

学校体育館
1.1円

①

注）
・建物全体の維持管理費
・建物全体の維持管理に要する人件費
・貸出業務に要する人件費

については、決算等の数字から算出
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学校開放時の受益者負担に基づく利用料設定の事例（続き）

 学校開放時の体育館使用料設定（続き）（東京都練馬区の例）

参考：練馬区「使用料の基本的考え方ー改定版Ⅱー」（平成25年（2013年）3月（令和3年1月一部改定））p.9
（https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/

siyouryounokangaekata2_R301.pdf）

• 性質別負担割合

下図に基づき決定

②

日常生活でほとんどの人が
必要とするサービス

生活や余暇をより快適で
潤いのあるものにするサービス

市場では提供されにくく、
主に行政が提供するサービス

民間で同類類似の
ものが提供されているサービス

※ポイント
① 横軸：基礎的か、選択的か
② 縦軸：市場的か、非市場的か

学校体育館
（開放事業の団体占有）

※一般に施設の目的外利用は
「第３事象（受益者負担100％）」
として対応するが、体育館は大規模であり、
民間での提供が難しいことから、第２事象の位置づけとなる
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学校開放時の受益者負担に基づく利用料設定の事例

 使用料の具体的な計算例

• 基本計算式

使用料 ＝ 原価 × 性質別負担割合 × 減額率

例）学校開放時のA小学校体育館（施設面積600㎡）の場合

原価：１㎡当たりの時間単価1.1円 × 施設面積600㎡＝660円

１時間当たりの使用料：原価660円×性質別負担割合50％＝300円
（百円未満四捨五入）

※そのほか減額がある場合は、減額率を乗じて計算

① ② ③

cf. 1㎡当たりの時間単価
（学校体育館）1.1円

cf.学校体育館（開放事業の団体占有）
＝50％
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参考ホームページ

◆学校体育施設の有効活用（手引き・委託事業報告書）
地域の身近なスポーツの場づくりとしての学校体育施設の有効活用
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00001.htm

◆体育・スポーツ施設現況調査
調査結果の概要（令和３年度 速報値）
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/shisetsu/kekka/1368165.htm

統計データ
政府統計の総合窓口（e-Stat）

https://www.e-
stat.go.jp/statsearch/files?page=1&toukei=00402101&tstat=000001088795

◆練馬区「使用料の基本的考え方ー改定版Ⅱー」
（平成25年（2013年）3月（令和3年1月一部改定））

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/siyouryounokangae
kata2_R301.pdf

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1380329_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/shisetsu/kekka/1368165.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00402101&tstat=000001088795
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00402101&tstat=000001088795
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/siyouryounokangaekata2_R301.pdf
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/gyokaku/shisetsu/shiyoryo.files/siyouryounokangaekata2_R301.pdf
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ご清聴ありがとうございました

【お問い合わせ先】
スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付 施設企画係
TEL：03-5253-4111（内線3773）／ Mail：stiiki@mext.go.jp

お気軽にご連絡いただけると幸いです
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